
鳥取都市計画地区計画の変更（鳥取市決定） 

都市計画浜坂地区地区計画を次のように決定する。 

名   称 浜坂地区地区計画 

位   置 鳥取市浜坂七丁目 

面   積 約７．８ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は、ＪＲ西日本鳥取駅から北北西約４．５ｋｍに位置した既存集落

を含む地区である。 

現在、地区東側については民間による宅地開発が予定されており、西側に

ついては未利用地の有効利用を図るため地区施設として区画道路を位置付け

し、住宅地として土地利用の促進を図り、緑豊かでゆとりある良好な住宅市

街地の形成を目標とする。 

区
域
の
整
備
・
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及
び
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全
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針

土地利用の方針 
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため、敷地の細分化を防止

し良好な住宅市街地としてふさわしい土地利用を図る。 

地区施設の整備方針 地区施設は幅員６ｍの区画道路を適正に配置し整備する。 

建築物等の整備方針 

建築物の建て詰まりを避け、適切な敷地規模を確保するため、敷地の最低

限度を定め、建築物の秩序化と周辺の自然環境との調和を図るため、壁面の

位置等の規制を行うとともに区域全体の緑化推進と街区景観という点で生垣

等の積極的な推進を行う。 
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地区施設の 

配置及び規模 
道路 Ｗ＝６ｍ Ｌ＝３３２ｍ 
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建築物等の 
用途の制限 

別表に掲げる建築物は、建築してはならない。 

建築物の敷地 

面積の最低限度
１２０㎡ 

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は１ｍ以

上、隣地境界線までの距離は１ｍ以上とし、木造、鉄骨造等の自動車車庫で、

軒の高さが３ｍ以下のものについては、道路境界線までの距離は１ｍ以上、

隣地境界線までの距離は０．５ｍ以上とする。 
ただし、次の各号の一に該当する建築物の隣地境界線までの距離において

は、この限りではない。 
（１） 物置その他これらに類する用途（自動車車庫を除く。）に供し、軒の

高さが２．３ｍ以下で、かつ床面積が５㎡以内であるもの。 
（２） 自動車車庫で、アルミ等簡易的なものであるもの。 

工作物の 

設置の制限 
広告物看板は道路境界線より１ｍ以上後退し、地盤面より４ｍ以下とする。

かき又はさくの

構造制限 

道路側は、生垣又は透視可能な材料（高さ６０ｃｍ以下の部分はこの限り

でない。）で造られたものとする。 

「区域は計画図表示のとおり」  
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（１） 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの 

（２） 病院 
（３） 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち下記に掲げるものでその

用途に供する部分の床面積の合計が１５０㎡を超えるもの 
・ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類す

るサービス業を営む店舗 
・ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業

を営む店舗で作業場の床面積の合計が５０㎡を超えるもの（原動機を使用する場合

にあっては、その出力の合計が０．７５ｋＷを超えるもの。） 

・ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類

するもので作業場の床面積の合計が５０㎡を超えるもの（原動機を使用する場合に

あっては、その出力の合計が０．７５ｋＷを超えるもの。） 
・ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 

・ 物品販売業を営む店舗又は飲食店 
・ 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサ

ービス業を営む店舗 

 


